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令和５年度整備管理者（選任後）研修の実施について 

整備管理者は、常に整備管理に関する知識、能力の維持、向上に努めるとともに、道

路運送車両の運行に係る関係法令の改正、関係通達等を熟知しておかなければなりませ

ん。その機会のひとつとして整備管理者に対する研修の受講が義務付けられています。 

また、自動車運送事業者の立場でも、整備管理者の能力の維持や向上に努めさせる義

務があり、選任された整備管理者には「２ヵ年度ごとに１回」の受講が義務付けられ、

漏れることなく講習を受けさせなければなりません。 

事業者の皆様には、選任されている整備管理者の手帳等をご確認いただき、受講対象

の管理者に対し受講漏れのないよう徹底をお願いいたします。 

特に、前回の受講日が令和４年１月から３月に受講している場合には、令和３年度の

受講になり、今年度受講対象となりますのでご注意ください。併せて、令和４年度（令

和４年４月から令和５年３月）に選任されて以降、選任後研修を受講していない管理者

も令和５年度の受講対象となります。 

なお、研修受講にあたっては事前予約が必要です。９月中旬には群馬運輸支局ホーム

ページに日程等が掲載されますので、以下を参考に予約のうえ受講をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

電話 ０２７－２１２－８８２１ 

 

群馬運輸支局 HP 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_gunma/ 

 

 

ここをクリック 

「整備管理者関連」コーナーに９月中旬頃、

研修日程等が掲載されます。 

受講希望日の申込書をダウンロードのうえ、

群馬運輸支局へお申込みください。 


